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はじめに

微量ＰＣＢとは

・ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は昭和４７年に製造中止され，ＰＣＢが使用さ

れた電気機器等の廃棄物については，日本環境安全事業株式会社による広域的

な処理体制が整備されています。

・ 一方，ＰＣＢを使用していないとされるコンデンサ・トランス等の電気機器等

の中には，微量のＰＣＢに汚染された絶縁油を含むものが存在することが，平成

１４年に判明しています。

・ このような電気機器を といいます。「微量ＰＣＢ混入（汚染）廃電気機器等」

・ 絶縁油中のＰＣＢの濃度は，数ｐｐｍから数十ｐｐｍ程度といわれています。

・ 混入の原因が事故や製造設備の汚染等によるものであることから，ＰＣＢ含有

の有無については，実際に分析してみなければ判明しないとされています。

このような「微量ＰＣＢ混入廃電気機器等」が存在することから，ＰＣＢ廃棄物の適

正処理の推進を図るため，ＰＣＢ混入の有無を把握するための分析費用等の一部を県が

補助金として交付する制度を創設しました。

１ 事業名

徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業

２ 事業の概要

県内の民間事業者が保有しているトランス・コンデンサ等の電気機器等に係る分析

費用等に対し補助します。

（１）事業実施期間

平成２２年２月から平成２３年度まで

※ 予算の執行状況によっては，ご希望に添えない場合もあります。



（２）測定対象機器

０．５㎎／㎏超のＰＣＢに汚染された絶縁油を含むものであるかどうか，分析を

行わなければ分からない電気機器等を対象とします。

具体的には

次の①～③の電気機器等で製造後に絶縁油の補充又は入れ替えをしていないこと

， 。が明確なものはＰＣＢ混入の可能性が極めて低いため 補助の対象とはなりません

これら以外の電気機器が対象です。

①２００３年（平成１５年）以降に製造された機器

②１９５３年（昭和２８年）以前製造の国内メーカー製の機器

③上記以外の，製造メーカーが製造段階のＰＣＢ不含有を確認している機器

※ なお，ＰＣＢの含有が銘板等で確認できる機器も対象外です。

（３）補助対象者

県内で測定対象機器を保有している

・法人その他の団体（国，地方公共団体，独立行政法人，公社とこれらに準ずるも

のを除きます ）。

・個人

（消費税は対象外）（４）補助対象経費

・ＰＣＢ分析費用

・試料の採取費用及び運搬費用

（５）補助金の額

補助対象経費に補助率１／２を乗じた額

（１検体につき２５，０００円、

。）各年度１つの法人その他の団体もしくは１個人につき５０検体を上限とします, ,

（６）分析方法

・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定の方法（平成４年

厚生省告示第１９２号）の別表第２に定める方法

・絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（平成２２年１月環境省）

に定める方法

・その他県が認める方法

（注） 国が短時間にかつ低廉な費用でＰＣＢ濃度を測定できる方法として，上記の

「簡易測定法」が平成２２年１月に発表されていますが，その他の方法につい

ても，今後，順次追加される予定であり，その方法も補助の対象とします。



申 請 手 続 き 等

１ 保有の機器が測定対象機器であるかどうかについて確認してください。

２ 測定対象機器である場合には，計量証明事業者や専門業者等に相談のうえ，分析
費用等の見積書を徴収してください。

※ 複数の機器を分析する場合には，一括ではなく，各機器の内訳がわかるように見
積書を作成してもらってください。
また，消費税抜きの金額もわかるようにお願いします。

３ 必要書類を添えて，県に交付申請書１部を提出してください。

～記入例参照～◎必要書類
・補助金交付申請書（様式第１号）
・事業計画書（様式第２号）
・事業計画書（様式第２号 別紙）
・収支予算書（様式第３号）
・ＰＣＢ測定費用の見積書（測定対象機器ごとに費用が確認できること）の写し
・測定対象機器の写真（全体及び銘板）
・測定対象機器について微量ＰＣＢ混入の可能性があることを示す資料（製造メー
カー等のホームページの写し，製造メーカーへの問い合わせの記録等）

４ 県からの交付決定通知書をお受け取りになりましたら，計量証明事業者にＰＣＢ
分析を依頼してください。

※ 実績報告に必要ですので，試料の採取状況について写真撮影してください。
※ なお，事業内容に変更が生じたり，中止する場合には，別途手続きが必要ですの
で，事前にご相談ください。

５ 分析結果判明後に，必要書類を添付して県に実績報告書１部を提出してください。
県が補助金額を確定しますので，請求書１部を県に提出してください。

～記入例参照～◎必要書類
・補助金実績報告書（様式第９号）
・事業実績書（様式第１０号）
・事業実績書（様式第１０号 別紙）
・収支決算書（様式第１１号）
・試料採取の実施状況を確認することができる写真等
・分析結果報告書の写し
・ＰＣＢ測定費用の領収書（測定対象機器ごとに費用が確認できること）の写し
・請求書（様式第１２号）

６ 補助金を指定口座にお支払いします。

※ なお，申請様式等や関連のリンクについては，県のホームページに掲載していま
すので，ご活用ください （ ）。 http://www.pref.tokushima.jp/docs/2010021200011/

申請先・問い合わせ先

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町一丁目１番地
徳島県県民環境部環境総局環境整備課 処理業審査・指導担当（徳島県庁４階）
電 話 ０８８－６２１－２２６９
ＦＡＸ ０８８－６２１－２８４６



   徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業　　フロー図
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※　交付決定後に実施すること。
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徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業実施要領

（趣旨）
第１条 この要領は，徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業を実施するため，
徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号）及び徳島県微量ＰＣＢ混入廃
電気機器等把握支援事業費補助金交付要綱 以下 要綱 という に定めのない 必要（ 「 」 。） ，
な事項を定めるものとする。

（測定対象機器）
第２条 要綱第２条第２項に定める測定対象機器は，次の各号に掲げる電気機器等で製造
後に絶縁油の補充又は入れ替えをしていないことが明らかなものを除くこととする。
ただし，ＰＣＢ測定を行わなくてもＰＣＢの含有が判別できる機器は対象とはしない。

（１）２００３年（平成１５年）以降に製造された機器
（２）１９５３年（昭和２８年）以前製造の国内メーカー製の機器
（３）その他，製造メーカーが製造段階のＰＣＢ不含有を確認している機器

（分析方法）
第３条 ＰＣＢ濃度の分析方法は，次の各号に定めるものとする。
（１）特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定の方法（平成４年

厚生省告示第１９２号）の別表第２に定める方法
（２）絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（平成２２年１月環境省）

に定める方法
（３）その他県が認める方法

（分析試料の採取等）
第４条 分析試料の採取 運搬及び採取後の電気機器等の保全については 微量ＰＣＢ汚， ，「
染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン 平成２１年１１月環境省大臣官房廃棄物・リ」（
サイクル対策部産業廃棄物課）に準じ，ＰＣＢ廃棄物等が飛散，流出及び漏洩等しない
よう，適正かつ安全に実施しなければならない。

２ 特に，使用中の電気機器等の銘板の確認，分析試料の採取等にあたっては，専門的な
知識を有する電気主任技術者等の責任のもと，感電事故のないよう，安全に十分配慮し
なければならない。

（分析後の措置）
第５条 補助事業者は，分析の結果，保管中の電気機器等が微量のＰＣＢに汚染されてい
ることが確認された場合には，次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の２第
６項に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者の選任及び同条第２項の保管基準に基づ
く当該電気機器等の適正保管

（２）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法
律第６５号）第８条に基づく保管等の届出

２ 補助事業者は，分析の結果，使用中の電気機器等が微量のＰＣＢに汚染されているこ
とが確認された場合には，当該電気機器等について電気関係報告規則（昭和４０年通商
産業省令）第４条の表第１５の２に基づく電気工作物の使用届出を行わなければならな
い。

３ 補助事業者は，分析の結果，使用中の電気機器等が微量のＰＣＢに汚染されているこ
とが確認され，使用を廃止する場合には，当該電気機器等について電気関係報告規則第
４条の表第１５の７に基づく電気工作物の廃止届出を行うとともに，第１項各号に掲げ
る措置を採らなければならない。

附 則
１ この要領は，平成２２年２月１２日から施行する。



Ｑ＆Ａ

Ｑ１：測定対象機器は，具体的にはいつ頃製造されたものが対象となるのですか。
Ａ１：次の電気機器等で製造後に絶縁油の補充又は入れ替えをしていないことが明確なも

のはＰＣＢ混入の可能性が極めて低いため，補助の対象とはなりません。
これら以外の電気機器が対象です。

（１）２００３年（平成１５年）以降に製造された機器
（２）１９５３年（昭和２８年）以前製造の国内メーカー製の機器
（３）上記以外の，製造メーカーが製造段階のＰＣＢ不含有を確認している機器

※ なお，ＰＣＢの含有が銘板等で確認できる機器も対象外です。

※ 県のホームページに参考となるサイトへのリンクがありますので，そちらを参
照してください。また，申請時には，測定対象機器について微量ＰＣＢ混入の可
能性があることを示す資料（製造メーカー等のホームページの写し，製造メーカ
ーへの問い合わせの記録等）が必要です。

Ｑ２：徳島県外にも測定対象機器がありますが，併せて申請できますか。
Ａ２：徳島県内で保管又は使用している機器が対象ですので，県外の機器は申請できませ

ん。対象となる自治体にお問い合わせください。

Ｑ３：事業場の住所が阿南市ですが，南部総合県民局で申請できますか。
Ａ３：お手数ですが，県庁環境整備課まで申請をお願いします。

Ｑ４：一度に複数の機器の分析を行う予定ですが，見積書は一括の金額でよいのですか。
Ａ４：見積書は，機器ごとに消費税込みの費用と消費税抜きの費用が分かるようにとって

ください。なお，実績報告時の領収書についても同様です。

Ｑ５：平成２２年度２０検体，平成２３年度４０検体の分析を予定していますが，上限が
５０検体までなので，１０検体は補助の対象とはならないのですか。

Ａ５：１事業者あたりの上限の検体数は，各年度につき５０検体となっていますので，申
請可能です。ただし，予算の状況によっては，ご希望に添えない場合もありますの
で，あらかじめご了承ください。

Ｑ６：分析費用等に係る消費税の取り扱いはどうなりますか。
Ａ６：補助対象にはなりませんので，消費税を控除して申請してください。

Ｑ７：分析方法について指定はありますか。
Ａ７：次の分析方法を対象とします。

①特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定の方法（平成４年
厚生省告示第１９２号）の別表第２に定める方法

②絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（平成２２年１月環境省）
に定める方法

③その他県が認める方法

Ｑ８：平成２２年１月の環境省の簡易測定法マニュアルの適用時期は，平成２２年７月１
日からとなっていますが，それまではこの方法で分析しても補助の対象とはならな
いのですか。

Ａ８：環境省に確認したところ，補助対象になると聞いています。

Ｑ９：分析は，県内の計量証明事業者でなければいけないのですか。
Ａ９：県外の計量証明事業者でもかまいません。

Ｑ10：計量証明事業者から送付された採取キットで試料を採取し，郵送により分析しても
らう予定ですが，郵送費用は補助対象となりますか。

Ａ10：郵送費用は補助対象としていません。
採取（運搬）費用は，外部に委託した費用についてのみ補助の対象とします。



Ｑ11：自分で試料を採取し，計量証明事業者に持ち込もうと思っていますが，採取の手間
代，ガソリン代等は補助対象となりますか。

Ａ11：補助対象としていません。
Ｑ＆Ａ１０と同様に外部へ委託した費用についてのみ補助の対象とします。
なお，採取にあたっては専門的な知識を有する者に相談するなど安全に十分配慮し
てください。

Ｑ12：現在使用中の機器で銘板の確認，試料の採取等が難しいのですが，どうすればよい
ですか。

Ｑ12：専門的な知識を持った電気主任技術者等が立ち会うなど，感電事故のないよう，安
全に十分配慮してください。

Ｑ13：分析の結果，絶縁油中のＰＣＢ濃度が０．５ｍｇ／ｋｇ以下の場合でも補助対象と
なるのですか。

Ａ13：補助対象となります。

Ｑ14：分析結果によって処理の取り扱いに違いはあるのですか。
Ａ14：絶縁油中のＰＣＢ濃度が０．５ｍｇ／ｋｇ以下の場合は，産業廃棄物として処理業

者に委託して処理する必要があります。
また，０．５ｍｇ／ｋｇ超の場合は，特別管理産業廃棄物に該当しますので，Ｑ＆
Ａ１５の対応が必要です。

Ｑ15：分析の結果，絶縁油中のＰＣＢ濃度が０．５ｍｇ／ｋｇ超であった場合，どのよう
にすればよいのですか。

Ａ15：次の対応が必要です。
①使用済みの機器の場合

・廃棄物処理法第１２条の２第６項に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者を選任
します。

・同条第２項の保管基準に基づき廃電気機器等を処分するまで適正に保管します。
・ＰＣＢ特措法第８条に基づく保管等の届出を，翌年の６月３０日までに県に対し

て行います。

②使用中の機器の場合（予備を含む ）。
・電気関係報告規則第４条の表第１５の２に基づく電気工作物の使用届出を行いま

す。

③使用を廃止する機器の場合
・電気関係報告規則第４条の表第１７の２に基づく電気工作物の廃止届出を行いま

す。
・①と同様の手続きを行う必要があります。

※ ②及び③の電気工作物関係の手続きは，管轄する経済産業省産業保安監督部まで

その他の問い合わせは下記までご相談ください。

〒７７０－８５７０
徳島市万代町一丁目１番地
徳島県県民環境部環境総局環境整備課 処理業審査・指導担当
電 話 ０８８－６２１－２２６９
ＦＡＸ ０８８－６２１－２８４６



様式第１号（第６条関係）

記 入 例
平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日

徳島県知事 殿

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町一丁目町一丁目町一丁目町一丁目１１１１番地番地番地番地住所

△△△△△△△△((((株株株株))))氏名

印代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 □□□□□□□□

法人にあっては，主たる事務所の所在地

及び名称並びに代表者の氏名

補 助 金 交 付 申 請 書

補助金の交付を受けたいので，徳島県補助金交付規則第３条の規定により，次のとおり

関係書類を添えて申請します。

１ 補助事業名

年度徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業平成平成平成平成２２２２２２２２

２ 交付申請額

金 円９２９２９２９２，，，，００００００００００００

３ 関係書類

（１）事業計画書（様式第２号）

（２）収支予算書（様式第３号）

（３）ＰＣＢ測定費用の見積書（測定対象機器ごとに費用が確認できること）の写し

（４）測定対象機器の写真（全体及び銘板）

（５）測定対象機器について微量ＰＣＢ混入の可能性があることを示す資料（製造メー

カー等のホームページの写し，製造メーカーへの問い合わせの記録等）

（６）その他知事が必要と認める書類



様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号（（（（第第第第６６６６条関係条関係条関係条関係））））

事　業　計　画　書
１　事業者の概要　　　　　　　　別紙のとおり

２　事業開始予定年月日　　　　　　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日

３　事業完了予定年月日　　　　　　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日

製造者名 製造番号 製造年月
定格容量
（ｋＶＡ）等

見積額（税込み）
見積額（税抜き）

（Ａ）
補助対象額（Ａ×１／２）

※注１，注２

（注 １）　補助対象額は，各検体について，補助対象経費（消費税抜き）に１／２を乗じた額とする。ただし，２５，０００円を各検体の上限とする。

（注 ２）　上記１により算出した各検体の補助対象額の合計額を補助金額とする。ただし，千円未満の端数は切り捨てるものとする。

－ 199,500199,500199,500199,500 190,000190,000190,000190,000 92,00092,00092,00092,000－ － － －合計 ４４４４台台台台 －

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

番号

22222222

 電気機器等名
 （トランス・

 　コンデンサ等）

数量
（台）

重量
（kg/台）

使用中・
保管中
の別

ＰＣＢ測定費用（試料採取費用を含む。）

3

4

5

１台

１台

１台

8

9

10

高圧高圧高圧高圧トランストランストランストランス

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

7

1

2

6

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

機　器　の　型　式　等

保管中保管中保管中保管中 57,75057,75057,75057,750 55,00055,00055,00055,0001975197519751975年年年年1111月月月月 ３０３０３０３０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 25,00025,00025,00025,000

１台 41414141 ((((株株株株))))△△△△△△△△工業工業工業工業
ＭＰＭＰＭＰＭＰ式式式式

ＺＺＺＺ７８９０１７８９０１７８９０１７８９０１
1991199119911991年年年年2222月月月月 ４０４０４０４０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 保管中保管中保管中保管中

○○○○○○○○変圧器変圧器変圧器変圧器((((株株株株))))
ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－３４３４３４３４
１２３４５６１２３４５６１２３４５６１２３４５６

50505050 □□□□□□□□電機電機電機電機((((株株株株))))
ＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹ
３４５６７８３４５６７８３４５６７８３４５６７８

1995199519951995年年年年3333月月月月 ５０５０５０５０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 保管中保管中保管中保管中

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ １台 33333333 ◎◎◎◎◎◎◎◎コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ((((株株株株))))
ＰＦＰＦＰＦＰＦ式式式式

９０１２３４９０１２３４９０１２３４９０１２３４
2000200020002000年年年年4444月月月月 ６０６０６０６０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 使用中使用中使用中使用中

１台

１台

１台

１台

１台

Ａ×１／２の額に円未満の端数がある
場合は，切り捨てて整数にしてくださ
い。
また，補助対象額が２５，０００円を超え
る場合は，２５，０００円としてください。補助の対象は，微量ＰＣＢ混入廃電気機器

等のおそれがあるものです。
意図的にＰＣＢを使用している電気機器は補
助対象外ですので，記載しないでください。

１台ごとに１行の記載としてください。

合計額の千円未満の端数
は，切り捨ててください。

型式及び製造番号を記載してください。

分析を依頼する予
定の日付を記入

分析結果報告書が提出さ
れ，分析費用を支払う予定
の日付を記入



様式第２号 別紙

（事業者の概要）

１ 保管（使用）事業者に関する事項

項 目 記 入 欄

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町一丁目町一丁目町一丁目町一丁目１１１１番地番地番地番地住 所

△△△△△△△△((((株株株株))))氏 名

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 □□□□□□□□（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

０８８０８８０８８０８８－－－－１２３１２３１２３１２３－－－－１２３４１２３４１２３４１２３４電 話 番 号

主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎担当者職氏名

資本金の額又は

２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円出資の総額（円）

３０３０３０３０人人人人従業員数（人）

製造業製造業製造業製造業主たる業種

日本標準産業分類（H19改訂）の大分類

２ 保管（使用）事業場に関する事項

項 目 記 入 欄

△△△△△△△△((((株株株株))))徳島工場徳島工場徳島工場徳島工場事業場の名称

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町二丁目町二丁目町二丁目町二丁目５０５０５０５０番地番地番地番地事業場の所在地

０８８０８８０８８０８８－－－－５６７５６７５６７５６７－－－－８９０１８９０１８９０１８９０１電 話 番 号

有有有有ＰＣＢ特措法届出の有無

１０１０１０１０人人人人従業員数（人）

工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎特別管理産業廃棄物管理責任者

の 職 ・ 氏 名（注）

（注）既に特別管理産業廃棄物を排出（保管）している事業場である場合のみ記入のこと



大分類 中分類 小分類 細分類 大分類 中分類 小分類 細分類 大分類 中分類 小分類 細分類

Ａ 農業 1 4 20 Ａ 農業，林業 Ａ 農業，林業及び漁業　

Ｂ 林業 1 5 9
Ｃ 漁業 2 4 17 Ｂ 漁業 2 6 21
Ｄ 鉱業 1 6 30 Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 7 32 Ｂ 鉱業及び採石業 5 10 14
Ｅ 建設業 3 20 49 Ｄ 建設業 3 23 55 Ｆ 建設業 3 8 11
Ｆ 製造業 24 150 563 Ｅ 製造業 24 177 595 Ｃ 製造業 24 71 137
G 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｄ 電気，ガス，蒸気及び

　　空調供給業

Ｅ 水供給，下水処理並びに

　　廃棄物管理及び浄化活動

H 情報通信業 5 15 29 G 情報通信業 5 20 44 Ｊ 情報通信業 6 13 24
 Ｉ 運輸業 7 24 46 H 運輸業，郵便業 8 33 62 Ｈ 運輸・保管業 5 11 20
Ｊ 卸売・小売業 Ｉ 卸売業，小売業 Ｇ 卸売・小売業並びに自動

　　車及びオートバイ修理業

Ｋ 金融・保険業 7 19 68 Ｊ 金融業，保険業 6 24 72 Ｋ 金融・保険業 3 10 18
Ｌ 不動産業 Ｋ 不動産業，物品賃貸業 Ｌ 不動産業

Ｌ 学術研究，専門・技術サー Ｍ 専門・科学・技術サービス

　 ビス業 　　業

Ｎ 管理・支援サービス業

Ｍ 飲食店，宿泊業 3 12 18 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 3 17 29 Ｉ　宿泊・飲食サービス業 2 6 7
Ｎ 生活関連サービス業， R 芸術・娯楽及びレクリエー

　 娯楽業 　　ション

Ｏ 教育，学習支援業 2 15 34 Ｐ 教育 1 5 8
Ｎ 医療，福祉 3 15 37 Ｐ 医療，福祉 3 18 41 Ｑ 保健衛生及び社会事業 3 9 9
Ｏ 教育，学習支援業 2 12 33
Ｐ 複合サービス事業 2 4 8 Ｑ 複合サービス事業 2 6 10
Ｑ サービス業（他に分類され Ｒ サービス業（他に分類され S その他のサービス業

　　ないもの） 　 ないもの）
U 治外法権機関及び団体 1 1 1

Ｒ 公務（他に分類されないも Ｓ 公務（他に分類されるもの Ｏ 公務及び国防，強制社会

　　の） 　　を除く） 　　保障事業

Ｓ 分類不能の産業 T 分類不能の産業 T 雇主としての世帯活動及び

   世帯による自家利用のため

   の区別されない財及びサー

   ビス生産活動

19 97 420 1,269 20 99 529 1,455 21 88 238 420

日 本 標 準 産 業 分 類 （ 2002 改 定 、 2007 改 定 ） と 国 際 標 準 産 業 分 類 の 分 類 項 目 比 較 表

150

日本標準産業分類（ＪＳＩＣ）(2002改定) 国際標準産業分類（ＩＳＩＣ　Ｒｅｖ．4）（2007）日本標準産業分類（ＪＳＩＣ）(2007改定)

3

4 6 8

2 6 10

1

3

4 6 12

12 44 43

1 2 2

4 5 10

3 6 17

1 3 72

4 23 42

67

5

33

202

28

3 23

4 10

3 13

6 19

7 14

20

3

38

17

14

26

112

153

12 61

11 1 1 2 3 31 1

65

2 5 5

15 68 164 9 34

5



様式第３号（第６条関係）

収 支 予 算 書

（ ）１ 収入の部 単位：円

区 分 予 算 額 備 考

９２９２９２９２，，，，００００００００００００補助金

１０７１０７１０７１０７，，，，５００５００５００５００保管事業者等負担金

その他

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００計

（ ）２ 支出の部 単位：円

区 分 予 算 額 備 考

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００ＰＣＢ測定費用

（試料採取費用を含む ）。

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００計

※※※※ 事業費事業費事業費事業費はははは，，，，収入収入収入収入，，，，支出支出支出支出ともともともとも消費税込消費税込消費税込消費税込みのみのみのみの金額金額金額金額をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。



様式第９号（第１２条関係）

年 月 日平成平成平成平成２２ ５ １９２２ ５ １９２２ ５ １９２２ ５ １９

徳島県知事 殿

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町一丁目町一丁目町一丁目町一丁目１１１１番地番地番地番地住所

△△△△△△△△((((株株株株))))氏名

印代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 □□□□□□□□

法人にあっては，主たる事務所の所在地

及び名称並びに代表者の氏名

実 績 報 告 書

補助事業が完了したので，徳島県補助金交付規則第１１条の規定により，次のとおり関

係書類を添えて報告します。

１ 補助事業名

年度徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業平成平成平成平成２２２２２２２２

２ 補助金の交付の指令番号

年 月 日付け徳島県指令 第 号平成平成平成平成２２ ４ ２５２２ ４ ２５２２ ４ ２５２２ ４ ２５ 環整環整環整環整 ３４５６３４５６３４５６３４５６

※※※※ 県県県県からのからのからのからの交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書のののの番号等番号等番号等番号等をををを記入記入記入記入

３ 関係書類

（１）事業実績書（様式第１０号）

（２）収支決算書（様式第１１号）

（３）試料採取の実施状況を確認することができる写真等

（４）分析結果報告書の写し

（５）ＰＣＢ測定に要した費用の支払いに係る領収書（測定対象機器ごとに費用が確認

できること）の写し

（６）その他知事が必要と認める書類



様式第様式第様式第様式第１０１０１０１０号号号号（（（（第第第第１２１２１２１２条関係条関係条関係条関係））））

事　業　実　績　書
１　事業者の概要　　　　　　　　別紙のとおり

２　事業開始年月日 　　　　　　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日

３　事業完了年月日 　　　　　　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日

製造者名 製造番号 製造年月
定格容量
（ｋＶＡ）等

実績額（税込み）
実績額（税抜き）

（Ａ）

補助金交付額
（Ａ×１／２）

※注１

（注 １）　補助金交付額は，各検体について，補助対象経費（消費税抜き）に１／２を乗じた額とする。ただし，２５，０００円を各検体の上限とする。

（注 ２）　上記１により算定した各検体の補助金交付額の合計額を補助金の額とする。ただし，千円未満の端数は切り捨てるものとする。

（注 ３）　分析結果報告書写し及び試料採取状況の写真については，番号を付して本様式と一致させること。

（注 ４）　絶縁油の量及びＪＩＳ規格については，不明の場合は不明と記載すること。

－－ 15151515 － －199,500199,500199,500199,500 190,000190,000190,000190,000 92,00092,00092,00092,000

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

－

57,75057,75057,75057,750 55,00055,00055,00055,000 25,00025,00025,00025,000

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

47,25047,25047,25047,250 45,00045,00045,00045,000 22,50022,50022,50022,500

－ － － －合計 ４４４４台台台台 －

15151515 １１１１種種種種１１１１号号号号 4444 4444

不明不明不明不明 不明不明不明不明 3333 3333

不明不明不明不明 不明不明不明不明 2222 2222

不明不明不明不明 不明不明不明不明 1111 111151515151

0.90.90.90.9

10101010

ＮＤＮＤＮＤＮＤ

１台

１台

１台

１台

１台

2000200020002000年年年年4444月月月月 ６０６０６０６０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 使用中使用中使用中使用中

１台

１台 33333333 ◎◎◎◎◎◎◎◎コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ((((株株株株))))
ＰＦＰＦＰＦＰＦ式式式式

９０１２３４９０１２３４９０１２３４９０１２３４

保管中保管中保管中保管中

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ １台 50505050 □□□□□□□□電機電機電機電機((((株株株株))))
ＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹＡＢ－ＸＹ
３４５６７８３４５６７８３４５６７８３４５６７８

1995199519951995年年年年3333月月月月 ５０５０５０５０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 保管中保管中保管中保管中

1975197519751975年年年年1111月月月月 ３０３０３０３０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ 保管中保管中保管中保管中

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ １台 41414141 ((((株株株株))))△△△△△△△△工業工業工業工業
ＭＰＭＰＭＰＭＰ式式式式

ＺＺＺＺ７８９０１７８９０１７８９０１７８９０１
1991199119911991年年年年2222月月月月 ４０４０４０４０ｋＶＡｋＶＡｋＶＡｋＶＡ

１台 22222222 ○○○○○○○○変圧器変圧器変圧器変圧器((((株株株株))))
ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－３４３４３４３４
１２３４５６１２３４５６１２３４５６１２３４５６

ＰＣＢ測定費用（試料採取費用を含む。）
絶縁油
の量
（Ｌ）

絶縁油の
ＪＩＳ規格
（○種△

号）

写真
番号

分析結果
報告書
番号

ＰＣＢ濃度
（mg/kg）

 電気機器等名
 （トランス・

 　コンデンサ等）

8

9

10

高圧高圧高圧高圧トランストランストランストランス

高圧高圧高圧高圧コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

7

1

数量
（台）

重量
（kg/台）

機　器　の　型　式　等
使用中・
保管中
の別

5

6

2

番号

3

4

Ａ×１／２の額に円未満の端数がある場
合は，切り捨てて整数にしてください。
また，補助金交付額が２５，０００円を超
える場合は，２５，０００円としてください。

絶縁油の量及びＪＩＳ規格
については，不明の場合
は不明と記載すること。

合計額の千円未満の端数は，
切り捨ててください。

分析した結果，ＰＣＢ濃度が０．５ｍｇ／ｋｇ
未満（ＮＤ，定量限界以下）であった場合
についても補助対象となります。

１台ごとに１行の記載
としてください。

分析結果報告書が提出され，分
析費用を支払った日付を記入

分析を依頼した日
付を記入

型式及び製造番号を記載
してください。



様式第１０号 別紙

（事業者の概要）

１ 保管（使用）事業者に関する事項

項 目 記 入 欄

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町一丁目町一丁目町一丁目町一丁目１１１１番地番地番地番地住 所

△△△△△△△△((((株株株株))))氏 名

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 □□□□□□□□（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

０８８０８８０８８０８８－－－－１２３１２３１２３１２３－－－－４５６７４５６７４５６７４５６７電 話 番 号

主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎主任 徳島 太郎担当者職氏名

資本金の額又は

２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円出資の総額（円）

３０３０３０３０人人人人従業員数（人）

製造業製造業製造業製造業主たる業種

日本標準産業分類（H19改訂）の大分類

２ 保管（使用）事業場に関する事項

項 目 記 入 欄

△△△△△△△△((((株株株株))))徳島工場徳島工場徳島工場徳島工場事業場の名称

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町二丁目町二丁目町二丁目町二丁目５０５０５０５０番地番地番地番地事業場の所在地

０８８０８８０８８０８８－－－－１２３１２３１２３１２３－－－－７８９０７８９０７８９０７８９０電 話 番 号

有有有有ＰＣＢ特措法届出の有無

１０１０１０１０人人人人従業員数（人）

工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎工場長 阿波 次郎特別管理産業廃棄物管理責任者

の 職 ・ 氏 名（注）

（注）既に特別管理産業廃棄物を排出（保管）している事業場である場合のみ記入のこと



様式第１１号（第１２条関係）

収 支 決 算 書

（ ）１ 収入の部 単位：円

区 分 決 算 額 備 考

９２９２９２９２，，，，００００００００００００補助金

１０７１０７１０７１０７，，，，５００５００５００５００保管事業者等負担金

その他

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００計

（ ）２ 支出の部 単位：円

区 分 決 算 額 備 考

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００ＰＣＢ測定費用

（試料採取費用を含む ）。

１９９１９９１９９１９９，，，，５００５００５００５００計



様式第１２号（第１４条関係）

受理日付印

補 助 金 請 求 書
※※※※ 請求日請求日請求日請求日はははは空空空空けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。

請求日 年 月 日

徳 島 県 知 事 殿

請 求 者

徳島市徳島市徳島市徳島市○○○○○○○○町一丁目町一丁目町一丁目町一丁目１１１１番地番地番地番地住 所

△△△△△△△△((((株株株株))))氏 名

印代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 □□□□□□□□

（法人名及び代表者名）

右の金額を 請求 円

￥￥￥￥ ９ ２ ０ ０ ０９ ２ ０ ０ ０９ ２ ０ ０ ０９ ２ ０ ０ ０請求します。 金額

。。。。※※※※ 請求金額請求金額請求金額請求金額のののの前前前前にににに￥￥￥￥をををを入入入入れてくださいれてくださいれてくださいれてください

摘 要

補 助 事 業 名 年度徳島県微量ＰＣＢ混入廃電気機器等把握支援事業平成平成平成平成２２２２２２２２

９２９２９２９２，，，，００００００００００００円円円円補助指令金額

※※※※ 交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書のののの記載内容記載内容記載内容記載内容補助指令年月日 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日

徳島県指令環整第徳島県指令環整第徳島県指令環整第徳島県指令環整第３４５６３４５６３４５６３４５６号号号号補助指令番号

００００円円円円補 助 額 既 受 領 額

９２９２９２９２，，，，００００００００００００円円円円今回請求額

００００円円円円残 額

請 求 区 分 １ 精算 ２ 概算 ３ 前金

口座振込先

金融機関名（ ）店舗名（ ）◎◎◎◎◎◎◎◎銀行銀行銀行銀行 ▽▽▽▽▽▽▽▽支店支店支店支店

預金種別（１ 普通 ２ 当座 ３ その他）

口座番号 （右づめ）１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

口座名義（カタカナ書き）

（ ）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カブシキガイシャカブシキガイシャカブシキガイシャカブシキガイシャ
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